
第二種運転免許取得費助成事業について 

 

【目的】 

  大型自動車、中型自動車及び普通自動車の第二種免許を取得し

た者に対し、雄武町第二種免許運転免許取得費助成金を交付する

ことにより、雄武町の公共交通の担い手の育成を促進し、持続可能

な公共交通の構築及び活性化に寄与することを目的とする。 

 

【助成対象者】 

 ・自動車の運転免許であって、大型第二種免許、中型第二種免許及 

 び普通第二種免許の資格を取得した者 

・雄武町内の全部又は一部を営業区域とする旅客運送事業者に就

労又は就労予定の者で、当町に住所を有する65歳未満のもの 

・資格取得者であって自ら資格取得費用を負担したもの 

・町税等の滞納者は、助成対象としない 

 

【助成対象経費】 

・申請日の前日から起算して12か月前までに支払った資格取得に 

係る教習料金及び受験料（検定等不合格による補習料金及び再検

定費用を除く） 

 

【助成金の額】 

 ・助成対象経費の 10分の 10以内（千円未満切捨て） 

 ・限度額 400 千円 
  《参考》第二種運転免許取得費用の目安（普通 200千円～300千円、 

中型 300 千円～400 千円、大型 400千円～600 千円） 

 

【事業開始時期】 

 ・できる限り早期の開始を検討 

 

【その他】 

・申請期限は、資格を取得した日の翌日から起算して６か月以内 

 ・資格を取得し、乗務を開始した日から起算して３年以内に乗務 

員を離職したときは、助成金の返還を命ずる。 

 

【要綱】 

 ・別添（案）のとおり 

資料５ 


